
軽自動車税 固定資産税 市県民税
国民健康
保 険 税

介護保険料
後期高齢者
医療保険料

( 5 月 27 日 )

( 6 月 29 日 )

( 7 月 27 日 )

( 8 月 27 日 )

( 9 月 28 日 )

( 10 月 27 日 )

( 11 月 27 日 )

( 12 月 25 日 )

( 1 月 27 日 )

( 3 月 1 日 )

( 3 月 29 日 )

◆ (　)内の日付は口座振替日です。

この日に振替ができなかった場合は、翌月12日に再振替いたします。

◆

◆ 納期限後一定期間を経過すると、督促手数料や延滞金を徴収することになります。

また、財産差押などの滞納処分を受ける場合もありますので、

税金（保険料）は納期内に納めましょう。

平戸市役所　税務課 　総務徴収班

　　　0950-22-9115（直通）

(土日、祝日となった場合は、翌営業日となります。）

※12月の振替日は12月25日になっていますので、ご注意ください。

軽自動車税は５月初旬、固定資産税は5月中旬に納税通知書を発送します。

その他の税目については、各税目の1期目の中旬に発送します。
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